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「新働くルール」署名 31 単組 33623 筆（全労連85539）紹介議員は 46名
 

 

 

二次回答引き出す！大阪パルコープ労組 

パート 0.03か月上乗せ、再雇用3000円
一時金部分で、昨年実績の正規 2.2カ月、パート
1.5ヶ月を下回った回答に現場の怒りの声、4月 3
日の団交で二次回答を引き出しました。 
正規：２．１１ヶ月（＋０．０１ヶ月） 
パート：１．４８ヶ月（＋０．０３ヶ月） 
再雇用：一律３，０００円（夏では初めて） 

急な賃下げ提案はおことわり！  

           コープぎふ労組 
４月８日・９日団体交渉を行いました。賃下げに

ついての要請は、３月２４日に合意できないと返

答をしましたが、４月１日同じ内容で再要請があ

り、同じものが出されたことに困惑しました。（定

時職員の時間給５％カットは 2009年度に限り、
と一部変更がありましたが･･･）労働組合は、４

月６日合意できないと再度返答しました。４月８

日の団体交渉の終わりに専務より「2009 年度予
算においては要請した内容については執行しな

いことを４月７日理事会で承認された」との表明

があり、賃下げは０９年度はなくなりました。諸

要求は２１日の団交で行う予定。（澤田裕子） 

国民春闘共闘 パートなどの回答状況
3.26 現在、91 組合で時間額・月額のアップ
の回答を引き出した。そのうちパートの時間額

アップは 76 組合で引き出し、日本医労連の中
では 210円アップも見られる。単純平均で 13.0
円（前年同期は 27.2円） 

かながわ・パート部会 駅頭宣伝行動

「最賃引き上げ＆憲法九条守れ！」 

8 ヵ所で 101人、ティッシュ8000 個 

「最低賃金引き上げと憲法 9条を守ろう」のテ
ィッシュを「かながわ生協労組です。お疲れさ

まです。最低賃金引き上げ、憲法 9条守ろうの
ティッシュです」と声をかけながら、駅頭や店

頭で配布しました。3.13を中心に 9支部 8ヶ
所総勢101名の参加で8000個のティッシュを
配ることができました。パート部会の取り組み

として毎年定着しています。かながわ生協労組

のエプロンをして行うので組合員さんからも

声をかけていただくこともあります。「あら生

協さんなのね。お店を利用しているわよ」「が

んばってください」「最低賃金ってなあに」な

ど短い時間ですが会話をしながら運動を広げ

ることができました。（木下百合子） 
 
 

大阪府大統一団交（3.30）22人 

19:30から 23時過ぎまで粘る 


